
 

 

三者事務的協議について（概要） 

 

 

■ 日 時 

  平成２９年５月２３日（火）１３時００分～１４時００分 

 

■ 場 所 

  都道府県会館 

 

■ 出席者 

  東京都   安藤副知事  

国     古谷官房副長官補 

組織委員会 武藤事務総長 

 

■ 協議・確認事項 

 

 ① 各主体の役割（経費）分担について、その基本的な方向とともに、

これをもとに関係自治体を含めた関係者間で調整を行うことを確認

し、関係自治体等連絡協議会の開催に向けた打合せを行った。 

  

 ② 大会準備における進行管理に当たっては、区分経理や執行統制の強

化などに向けた方策について、今後、組織委員会から提示される案を

もとに、具体化に向けて取り組むことを確認した。 

 

 



 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の 

役割（経費）分担に関する基本的な方向について【案】 

 

東京都、組織委員会、国、競技会場が所在する自治体（以下「関係自治体」

という。）の四者は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下

「大会」という。）の役割分担及び経費分担に関し、基本的な方向について、

以下のとおり定めることとする。 

 東京都、組織委員会、国、関係自治体の四者は、大会準備の円滑な実施のた

め、組織委員会が作成するＶ２予算及び大会実施に向けて、更に経費の縮減・

効率化を図りながら、必要な財源の確保に努めるとともに、以下の基本的な方

向に基づき、役割分担及び経費分担の具体化を図っていくものとする。 

また、大会の成功に向けて、情報の共有と公開に努め、相互に緊密な連携を

図っていく。 

 

 

Ⅰ 役割（経費）分担 

 

１ 東京都 

（１）大会の開催都市としての責任を果たす。 

（２）大会経費のうち、会場関係については、都及び都外自治体所有施設にお

ける仮設等、エネルギー及びテクノロジーのインフラ並びに賃借料等に係

る経費を負担する。 

（３）大会経費のうち、大会関係については、大会時の都市活動や都民生活に

与える影響を最小化するよう、都内会場周辺に関わる輸送及びセキュリテ

ィ対策に係る経費を負担する。 

（４）大会経費のうち、パラリンピック経費（※）については、その四分の一

相当額を負担する。 

（※）当該パラリンピック経費の対象範囲については、今後、整理・精査を行う。 

（５）必要な新規恒久施設の整備や都が所有する既存施設の改修を進める。 

 

  



 

２ 組織委員会 

（１）大会運営の主体として、大会関係業務全般の役割を担い、必要な経費を

負担する。 

（２）大会経費のうち、会場関係については、オーバーレイ並びに民間及び国

（ＪＳＣを含む。）所有施設における仮設等、エネルギー及びテクノロジ

ーのインフラ並びに賃借料等に係る経費を負担する。 

 なお、経費分担に関わらず、オーバーレイ、仮設等、エネルギー及びテ

クノロジーのインフラを整備する役割を担う。 

（３）最大限の増収努力を行い、６千億円程度の収入確保を目指す。 

（４）経費の縮減・効率化を図りながら、経費全体の精査・把握に努める。 

 

３ 国 

（１）大会の円滑な準備及び運営の実現に向けて、基本方針(平成 27 年 11 月

閣議決定)等に基づき、関連施策を実施する。 

（２）大会経費のうち、パラリンピック経費（※）については、その四分の一

相当額を負担する。また、新国立競技場については、既定の方針に基づき、

整備を進める。 

（３）大会経費以外に、国として担うべきセキュリティ対策、ドーピング対策

などについて、上記の基本方針等に基づき着実に実施する。 

（４）その他、オールジャパンでの取組を推進するために必要な協力・支援を

行う。 

 

４ 関係自治体 

（１）大会開催に向け、円滑な準備及び運営に協力する。 

（２）大会時の都市活動や市民生活に与える影響を最小化するよう、輸送、セ

キュリティ対策など、大会が開催される自治体として担う業務を実施する。 

  なお、この業務内容については、今後、精査を行う。 

（３）関係自治体が所有する会場施設の必要な恒久的改修を進めるとともに、

大会後も地域や住民に使用される設備等は、施設改修の一環として整備す

る。 

  



Ⅱ 大会準備における進行管理の強化 

 

１ 業務内容の精査、進行管理の徹底 

  東京都、組織委員会、国、関係自治体の四者は、今後、大会の準備及び運

営に関する具体的な業務について、会場の状況等に即して内容を精査の上、

実施に当たっては進行管理に万全を期していく。 

 

２ 進行管理の内容 

（１）区分経理 

 公費が投入される経費等について、組織委員会内で区分経理し、収支の明

確化を図る。 

 

（２）コスト管理・執行統制の強化 

組織委員会、東京都、国、関係自治体により共同事業管理委員会（仮称）

を設置し、組織委員会内の調達管理委員会とあわせ、コスト管理と執行統制

の強化を図る。 
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